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№ 質 問 事 項 回 答

1 選挙人名簿閲覧に際し、パソコンのキーボード入力による転記は可能か。 可能である。ただし、電源は閲覧者が準備すること。

2

参考様式40（規則第31号様式）収支報告書について、
①「支出のうち公費負担相当額」欄に「選挙運動用通常葉書の作成」とあ
るが公費負担とはならないのでは。
②備考の３に公費負担相当額として選挙運動用通常葉書、選挙事務所、選
挙運動用自動車等若しくは個人演説会場の立札及び看板の類の作成の記述
があるが、これらは公費負担ではないのでは。
③会計帳簿（支出簿）の備考の８についても、②と同様か。

①、②、③については、お見込みのとおり。

様式を訂正。

Ｑ＆Ａ（仁淀川町議会議員選挙の質問・問合せに対する回答）


